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（
日
曜
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、
土
曜
日
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休
日
休
刊
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１

目

次

規

則

○
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
一

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
一

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
認
可
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
一

○
令
和
七
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び
管
理
美

容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
一

○
都
有
林
伐
採
等
に
伴
う
原
木
販
売
代
金
の
徴
収
委
託
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
二

告

示
（
交
）

○
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
二

規

則

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
号

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七

年
東
京
都
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
三
百
六
十
万
四
千
円
」
を
「
三
百
六
十
六
万
一
千

円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
以
後
の
月
分

の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の

月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
七

月
三
日

狛
江
市
東
野
川

四
丁
目
三
百
七

十
四
番
二
、
同

番
五
及
び
同
番

七
の
各
一
部

延
長

三
・
五
〇

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
七
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町
及
び
宮
崎
県
延
岡
市
を

加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
六
月
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
八
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
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第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
〇
一

八

階
二

講
習
日
並
び
に
講
習
会
の
会
場
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

管
理
理
容
師

ア

令
和
八
年
一
月
十
九
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

イ

令
和
八
年
三
月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
月
十
日

連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

㈡

管
理
美
容
師

ア

令
和
八
年
一
月
十
九
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
三
番
一
号

イ

令
和
八
年
二
月
十
六
日
、
同
月
二
十
四
日
及
び
同
月
二
十

五
日

連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

ウ

令
和
八
年
三
月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
月
十
日

連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

エ

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

連
合
会
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
三
丁
目
二
番
十
一
号

三

受
講
料

二
万
円

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

多
摩
木
材
セ
ン
タ
ー
協
同
組
合

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
久
野
七
千
六
百
八
十
九
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容都

有
林
伐
採
等
に
伴
う
原
木
販
売
に
係
る
代
金
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

四

委
託
日

令
和
七
年
五
月
二
日

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
二
号

令
和
六
年
交
通
局
告
示
第
二
号
（
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収

事
務
の
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
十

九
日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
七
年
七
月
十
八
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

表
中

「

」
を

「

に
」

改
め
る
。
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